
  

花田養護学校における就学奨励費初回支給までの流れ 
 （学校によって手続きや時期が多少異なります） 

時期 県教委 花田養護学校 ご家庭 

３月 

 

４月 

 

５月 

 

 

６月～ 

  ７月 

 

 

 

 

７月上旬 

～中旬 

 

 

 

 

 

夏休み前 

 

 

 

夏休み明け

～９月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不備がある 

書類の整備依頼 

書類受領、審査 

支弁区分決定通知書作成 

支弁区分 

決定 

書類整備 

マイナンバー連携による
照会 

書類作成 

支弁区分案作成、 

県教委へ区分決定依頼 

決定通知書 

受領 

※ 通学生の通学費は、９月以降毎月支給しています。（９月は４～８月分を一括支給） 
※ 学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費（高等部 ICT 購入費含む）            
は、８月・１２月・翌２月の年３回申請用紙を配布する予定です。 

学用品・通学用品購入費、 

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

の申請用紙配布 

不備や確認を要す

る申請の確認依頼 

書類受領、審査 

書類整備 

書類作成 

支払い手続き、支給通知書作成 

就学奨励費

受領 

【学校職員から】 

学校行事等の 
経費の申請 
（該当があれば） 

通学生の 
通学日数確認 

支弁区分決定と就学奨励費支給に 

必要な書類を配布 


